
市
会
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
分
か
り
や
す
い
解

説
や
、顔
写
真
入
り
の
議
員
名
簿
、ま
た
、定
例
会

の
結
果
に
つ
い
て
は
、議
案
に
対
す
る
各
会
派
の

賛
否
の
状
況
、可
決
し
た
付
帯
決
議
や
意
見
書
の

全
文
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
政
令
市
で
初
め
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
搭

載
し
た
本
会
議
の
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム（
３
年

５
月
定
例
会
以
降
の
会
議
録
の
全
文
を
掲
載
）で

は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
や
発
言
者
名
な
ど
を
入
力
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
お
知
り
に
な
り
た
い
発
言
内
容

な
ど
を
検

索
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。

更
に
、

京
都
市
会

だ

よ

り

（
第
13

号

﹇
12
年
５
月

15
日
号
﹈

以
降
）
も

ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。本

会
議
を
傍
聴
す
る
に
は

本
会
議
が
開
か
れ
る
１
時
間
前
か
ら
、
市
役
所

北
庁
舎
東
入
口
の
市
政
案
内
所
で
傍
聴
券
を
配
付

し
ま
す
の
で
、
券
を
お
受
け
取
り
の
う
え
傍
聴
し

て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
車
い
す
で
の
傍
聴
や
、
盲
導
犬
・
介
助

犬
を
同
伴
し
て
の
傍
聴
も
可
能
で
す
。﹇

手
話
通
訳

に
よ
る
本
会

議
の
傍
聴
﹈

希
望
さ

れ
る
方
は
、

本
会
議
の

開
会
日
の
５

日
前
（
閉
庁

日
を
除
く
）

ま
で
に
、
市

会
事
務
局

に
申
請
書

を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
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ご
連
絡
・
お
問
い
合
わ
せ
は

市
会
事
務
局
調
査
課

1
２
２
２
―
３
６
９
７

会　派　名 議員数 電話番号

自 由 民 主 党
京都市会議員団 25人 222─3718

日 本 共 産 党
京都市会議員団 20人 222─3728

民主・都みらい
京都市会議員団 13人 222─3724

公 明 党
京都市会議員団 12人 222─3732

京 都 21
市会議員クラブ 1人 222─3739

モ
ニ
タ
ー
放
映
を
視
聴
す
る
に
は

放
映
内
容
は
、
普
通
・
公
営
企
業
予
算（
決
算
）

特
別
委
員
会
の
す
べ
て
の
質
疑
で
す
。

委
員
会
が
開
か
れ
る
１
時
間
前
か
ら
、
市
会
事

務
局（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）で
視
聴
券
を
配
付
し

ま
す
の
で
、
券
を
お
受
け
取
り
の
う
え
視
聴
し
て

く
だ
さ
い
。

☆
な
お
、
傍
聴
券
・
視
聴
券
は
数
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

本
会
議
の
傍
聴
や
モ
ニ
タ
ー
放
映
に
つ
い
て

詳
し
く
は
市
会
事
務
局
庶
務
課
ま
で

1
２
２
２
・
３
７
０
０
　
　
２
２
２
・
３
７
１
３

9
月
定
例
会
の
日
程

９
月
定
例
会
は
９
月
７
日
に
開
会
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
12
年

度
公
営
企
業
会
計
決
算
の
審
議
な
ど
を

行
い
ま
す
。
９
月
11
日
と
12
日
の
本
会

議
に
お
い
て
代
表
質
問
を
行
い
、
10
月

５
日
に
閉
会
す
る
予
定
で
す
。

永
年
在
職
議
員
の
表
彰

５
月
15
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
京

都
市
会
議
員
と
し
て
在
職
30
年
に
達
し

た
次
の
議
員
に
つ
い
て
、
特
に
議
決
を

も
っ
て
表
彰
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

青
　
木
　
　
善
　
男
（
自
民
・
左
）

西
　
脇
　
　
尚
　
一
（
自
民
・
下
）

坂
　
口
　
　
芳
　
治
（
共
産
・
伏
）

５
月
定
例
会
で
は
、
提
案
さ
れ
た
２

件
の
補
正
予
算
案
を
審
査
す
る
た
め
、

５
月
18
日
に
普
通
予
算
特
別
委
員
会
を

設
置
し
、
平
成
13
年
度
の
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
と
中
央
卸
売
市
場
第

一
市
場
特
別
会
計
の
補
正
予
算
案
２
件

を
付
託
し
ま
し
た
。
所
管
局
に
対
す
る

質
疑
を
行
う
な
ど
の
審
査
を
行
い
、
５

月
29
日
の
本
会
議
で
、
委
員
長
か
ら
審

査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
し
ま
し
た
。

報
告
の
後
、
付
託
議
案
の
議
決
が
行

わ
れ
、
す
べ
て
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、

原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。（
議
案

の
概
要
に
つ
い
て
は
、
１
面
に
掲
載
）

普
通
予
算
特
別
委
員
会
の
審
査

常
任
委
員
会
は
５
月
22
、
23
、
28
日
に
開
き
、

付
託
さ
れ
た
議
案
や
請
願
の
審
査
、
所
管
局
の
事

務
の
調
査
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
付
託
議
案
の
審

査
の
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
は
、
５
月
29
日
の
本

会
議
で
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
長
か
ら
報
告
を
行
い
、

す
べ
て
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、
原
案
ど
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
建
設
消
防
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

観
光
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
案
に
つ
い
て
は
、

市
営
駐
車
場
の
運
営
方
法
に
関
す
る
付
帯
決
議
を

付
け
ま
し
た
。

常
任
委
員
会
の
審
査

清水坂観光駐車場は、営業時間以外は
無料開放されている。この無人の時間帯
に、ごみの不法投棄や深夜の騒音などの
苦情が周辺住民から寄せられている。
同駐車場が繁華街にも隣接しているこ

とから、管理人を置き、終日有料営業を
実施しようとするものだが、行政改革断
行が緊急の課題である今、駐車場の運営
方法を十分に考慮し、機械化の導入や民
間委託化など、より効率的な経営に努め
るべきである。 ＜賛成多数＞

市会が観光駐車場条例（一部改正）
に付けた付帯決議［要旨］

市会ホームページ
（ホームページアドレスは

http://www.city.kyoto.jp/shikai/)

市
会
が
行
っ
て
い
る
活
動
に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん

に
お
知
ら
せ
し
、
市
政
へ
の
関
心
を
よ
り
一
層
深
め
て

い
た
だ
く
た
め
、
今
年
の
4
月
1
日
か
ら「
京
都
市
会
情

報
公
開
条
例
」を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
現
在
、
市
会

で
は
、
開
か
れ
た
市
会
の
実
現
に
向
け
、
様
々
な
取
組

を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

本
会
議
場

市
会
に
関
す
る
情
報
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
積
極

的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
、
４
月
か
ら
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

市
会
に
関
し
て
お
知
り
に
な
り
た
い
情
報（
公

文
書
）に
つ
い
て
、
京
都
市
会
情
報
公
開
条
例
に

基
づ
き
、
ど
な
た
で
も
公
開
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

請
求
の
対
象
と
な
る
公
文
書
は
、
条
例
の
施
行

日
で
あ
る
13
年
４
月
１
日
以
降
に
市
会
事
務
局
の

職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、

図
画
、
写
真
、
電
磁
的
記
録（
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ

ス
ク
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
な
ど
）で
、
事
務
局
の
職

員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
議
長
が
管

理
し
て
い
る
も
の
で
す
。

た
だ
し
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情

報
な
ど
、
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
開
さ
れ

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

★
　
　
★

ま
ず
は
公
開
窓
口
へ

市
会
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
、
公
開
請

求
に
つ
い
て
の
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

そ
の
際
、対
象
と
な
る
公
文
書
の
特
定
を
行
い
、

「
公
文
書
公
開
請
求
書
」に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、窓
口
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。郵
送
に
よ

る
請
求
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

な
お
、こ
の
公
文
書
公
開
請
求
書
は
、市
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

公
開
す
る
か
ど
う
か
は
、
請
求
を
受
け
付
け
た

日
の
翌
日
か
ら
原
則
と
し
て
14
日
以
内
に
決
定
し
、

そ
の
結
果
を
書
面
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

公
開
決
定
が
さ
れ
た
場
合
は

公
文
書
の
閲
覧
や
写
し
の
交
付
な
ど
は
、
あ
ら

か
じ
め
お
知
ら
せ
し
た
日
時
、
場
所
で
行
い
ま
す
。

そ
の
閲
覧
や
視
聴
は
無
料
で
す
が
、
写
し
の
交

付
な
ど
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
作
成
に
要
す
る

費
用
を
い
た
だ
き
ま
す
。

決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は

請
求
さ
れ
た
公
文
書
を
公
開
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
そ
の
理
由
を
お
示
し

し
ま
す
が
、
そ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、

行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

★
　
　
★

な
お
、公
文
書
の
う
ち
、委
員
会
の
記
録
や
議
員

海
外
出
張
報
告
書
な
ど
は
、条
例
に
基
づ
く
公
開

請
求
に
よ
ら
な
く
て
も
、市
会
情
報
公
開
コ
ー
ナ

ー
で
自
由
に
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

公
文
書
の
公
開
に
つ
い
て

詳
し
く
は
市
会
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
ま
で
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市会情報公開コーナー（市役所本庁舎2階）

FAX

市会情報公開コーナーの受付時間
午前９時～正午
午後１時～５時（閉庁日を除く）

古紙配合率100％再生紙・大豆油インクを 
使用しています 


